
 

 

       

 

 

 

報道関係者 各位 

 

 

「えるぼし認定」認定通知書交付式を開催します 

 厚生労働省では、女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、女

性の活躍推進に関する状況が優良である等の一定の要件を満たした企業を認定する「えるぼし

認定制度」を実施しています。 

 福島労働局（局長 岡田直樹）では、下記の日程により、認定通知書交付式を行います。 
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・見出しには、本文にない言葉を使わない 

・見出しと本文の用語は統一する（「前年度」「昨年度」など混在させない） 

・具体的な事実、バックデータを明示し内容の信頼性を高める 

・説明文はリリース用にかみ砕く。例えば、予算資料や制度改正資料は一定の知識 

を持つ人が対象なので、こうした添付資料の文章をそのまま使わない 

 

福島労働局発表 

１ 認定通知書交付式 

日時：令和８年６月 15日（月）14:00～ 
   場所：福島第二地方合同庁舎１階会議室（福島市花園町５-46） 

 

２ 認定事業主 

〇 ファーリア社会保険労務士法人 代表者 菅野 峻太 

所在地 福島県福島市北五老内町 8-9 
従業員（常用労働者）数  9名  

認定段階 ２段階（えるぼしプラス）【認定年月日 令和８年４月 24日】 

 

〇 有限会社流域測量設計事務所  代表者 斎藤 正哉 

所在地 福島県郡山市七ツ池 21-19 
従業員（常用労働者）数  5名  

認定段階 ３段階          【認定年月日 令和８年５月 12日】 

 

   〇 会津労務管理協会         代表者 渡部 弘志 

所在地 福島県会津若松市白虎一丁目 7-20 
従業員（常用労働者）数  7名 

認定段階 ３段階           【認定年月日 令和８年５月 14日】 

 

３ えるぼしプラスについて 
  通常のえるぼし認定の基準に、女性の健康支援に関する基準を追加した新しい認定で、 

令和８年４月１日から開始されました。県内初の認定となります。 

 

４ 取材について 

   交付式会場での写真撮影、交付式後の認定企業への取材は可能です。 
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令和８年６月 11日 

【照会先】 

福島労働局雇用環境・均等室 

室  長  上野 由佳 

室長補佐  橋本 伸一 

指導係   幕田 恵 

電話 024-536-4609（直通） 


